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那覇港台風及び津波災害防止要綱 

 

那 覇 港 長 

那 覇 港 管 理 組 合 

那覇港台風及び津波対策委員会 

 

１．総則 

（１）那覇港に影響を与える台風、津波及び急速に発達する低気圧等、異常気

象の来襲が予想され、又はその来襲が確実と判断された場合であって、那

覇港長（以下「港長」という。）から在泊船舶に対して港則法第３９条第

４項に基づく警戒体制（第一体制）、避難勧告（第二体制）、津波注意報

による勧告（津波第一体制）及び津波警報による勧告（津波第二体制）（以

下「体制」という。）の発出が行われたとき、気象庁から南海トラフ地震

臨時情報が発表されたときは、各船舶は、２に定める要領により措置する

ものとする。 

（注）船舶が避難勧告（第二体制）、津波注意報による勧告（津波第一体制）又は津

波警報による勧告（津波第二体制）に応じない場合であって、当該船舶の港内

在泊が港内の安全確保に著しく不都合であると港長が認めたときは、港則法第

３９条第３項の規定に基づく退去命令等が発出されることがある。 

 

（２）那覇港が台風の影響圏外になると予想され、又は津波警報・注意報、海

上暴風警報等が解除された場合であって、港長から在泊船舶に対して体制

の解除が行われたときは、各船舶は、２に定める要領により措置するもの

とする。 

なお、那覇港の管制区域（那覇水路）へ入港しようとする船舶は、３に

定める要領により措置するものとする。 

（注）港の入口付近において著しい混乱が生じ、又は生ずる恐れがある場合は、港則

法第３９条第３項の規定に基づく航行制限が行われることがある。 

 

（３）体制の発出及び解除の周知は、４に定める要領により行うものとする。 

 

（４）係留施設の管理者は、港長から体制の解除が発表された後、海上流出物

の有無及び船舶の着岸、係留に関する支障の有無を確認し、支障があると

認められた場合は、直ちに関係官庁、関係船舶等に連絡すること。 
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２．体制の区分と船舶の措置 

 （１）台風の場合 
 

区   分 措    置 

警戒体制（第一体制）の発出 

 風速 25m／s 以上の暴風が 48 時

間以内に那覇港に到達すると予

想される場合 

在港各船舶及び警戒体制発出中に入港

する船舶は、台風の動向に留意し、乗組

員の待機、機関の準備、係留強化、連絡

体制の確保等の避難準備を整えること。 

避難勧告（第二体制）の発出 

 風速 25m／s 以上の暴風が 24 時間

以内に那覇港に到達すると予想され

る場合 

避難の対象船舶（※１）は、速やかに

那覇港港域外（※２）に避難すること。 

 なお、全ての船舶は港内で錨泊しない

こと。 
 

体制の解除（※３） 

 那覇港は、台風の影響圏外となり、

次第に平穏となるものと予想される

場合  

各船舶は、港長による体制の解除がな

されたことを確認の後、避難準備を復旧

し、又は入港する。 

 

※１ 避難の対象船舶は、総トン数 500 トン（総トン数の定めのない船舶については、

全長 55 メートル）以上の船舶とする。 

ただし、次に掲げる船舶を除く。 

（ア） 泊ふ頭岸壁（泊８号岸壁を除く）着岸中の船舶 

（イ） 航行区域が平水区域の船舶 

（ウ） 係留強化、必要に応じ船体を沈降させる等の安全な措置を講じることができ

る港長が認めた船舶 

（係留場所は、浦添ふ頭地区内の船舶交通流上支障のない場所に限る） 

※２ 那覇港港域外とは、港則法に基づく那覇港の港域の外をいう。（海図上の港界線

外） 

※３ 体制の解除における台風の影響圏外とは、那覇港が暴風域（風速 25m/s）圏外に

なり、かつ、平均風速 15m/s 以下になった状態とする。 

なお、風速は気象庁発表の那覇空港（安次嶺）の風速値とする。 

 

 （２）津波の場合 

地震の発生に伴い、「大津波警報、津波警報」又は「津波注意報」（以下「津

波警報等」という。）が気象庁から発表された場合、港長は下表の区分によ

る体制を執るべきことを勧告するものとするが、港長による勧告の発出に際

し、時間的に余裕がないことも考えられることから、船舶は地震の発生等が

あった際は、気象情報に留意し、情報入手に努めるとともに津波警報等が発
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表された際には、港長からの体制等の勧告発出はなされたものとして、速や

かに「津波に対する船舶対応要領一覧表（別表）」に定める船舶の用途、大

きさに応じた所要の措置内容を参考に対応すること。 

なお、避難に際しては、船舶は人命の安全を第一に考え、安全サイドに立

った措置を行うものとし、必ずしも「津波に対する船舶対応要領一覧表（別

表）」の措置内容に従う必要はなく、津波到達までに時間的余裕がある場合

は、港外退避等を主眼に置いて措置し、また、津波到達までに時間的余裕が

ない場合は、まず、乗客・乗組員・作業員を陸上の安全な場所に避難させる

ことを念頭に置き対応すること。 

区   分 措    置 

津波注意報による勧告（津波第一体

制）の発出 

 気象庁により沖縄本島地方に津

波注意報が発表された場合 

在港船舶は、津波の来襲に備え「津波

に対する船舶対応要領一覧表（別表）」に

定める船舶の用途、大きさに応じた所要

の措置を参考に対応すること。 

津波警報による勧告（津波第二体

制）の発出 

 気象庁により沖縄本島地方に津

波警報（大津波警報を含む）が発

表された場合 

津波の高さ及び時間的余裕並びに船舶

の用途、大きさ等に応じ「津波に対する

船舶対応要領一覧表（別表）」に定める所

要の措置を参考に対応すること。 

 

体制の解除 

津波警報等が解除された場合 

各船舶は、港長による体制の解除がな

されたことを確認の後、港外退避等の措

置を復旧し、又は入港する。 

 
 

（ア）対象船舶は、那覇港内における全ての船舶とする。 

（イ）港外とは、那覇港港域外で、水深の深い（目安 200 メートル以上）広い海域と

する。 

（ウ）小型船とは、プレジャーボート、漁船等のうち港内において陸揚げできる程度 

の船舶（造船所での陸揚げは含まない。）とする。なお、小型船が通常陸揚げ固縛

されるスロープや砂浜の傾斜地は津波が遡上する危険が高いので、陸揚げ場所に

は十分注意する。 

（エ）気象庁からの津波予報を入手できない状況にあっても、強い地震（震度 4 程度

以上）を感じた時は、一般的に、震源が近距離であることから津波が発生すると

短時間で到達する恐れがあることを考慮する必要がある。また、弱い地震であっ

ても、長い時間ゆっくりとした揺れとして感じた時は、大きく断層が動いた「地

震津波、長周期地震」であり得ることから、津波来襲の恐れが高いことを考慮す
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る必要がある。 

（オ）緊急避難に要する時間は、「避難準備に要する時間（機関用意、乗下船と荷役・ 

作業中断の所要時間等）」と「安全な海域までの移動時間」に分かれ、各船舶は入

港の都度、両者を把握しておくこと。 

（カ）津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報・津波注意報解除まで措置を継続す

ること。 

（キ）那覇水路における避難（出港）において、総トン数 500 トン（総トン数の定め

のない船舶は全長 55 メートル）以上の出港船が競合する場合は、危険物積載船を

優先するものとする。 

（ク）体制が解除された場合、漂流物及び港湾施設の被害等の安全確認をして航行す

ること。 

（ケ）港長は気象庁から津波注意報又は警報が発表された場合、区分のとおりの体制

とするよう勧告するが、時間的に余裕がないことも考えられることから、気象庁

から大津波警報、津波警報又は津波注意報が発表された同時刻をもって区分に応

じた体制の勧告を発出したものとみなす。 

 

 （３）急速に発達する低気圧等の場合 
 

    区      分     措      置 

避難勧告（第二体制）の発出（※１） 

 気象庁（台）により東シナ海南部

に海上暴風警報（風速 24.5m／s

以上）が発表された場合 

避難の対象船舶（※２）は、速やかに

那覇港港域外（※３）に避難すること。 

避難の対象船舶以外の在港各船舶は、

気象情報に留意し、乗組員の待機、機関

の準備、係留強化、連絡体制の確保等の

避難準備を整えること。 

なお、全ての船舶は港内で錨泊しない

こと。 
 

避難勧告（第二体制）の解除 

 海上暴風警報（風速 24.5m／s 以

上）が解除された場合 

各船舶は、港長による避難勧告（第二

体制）が解除されたことを確認の後、避

難準備を復旧し、又は入港する。 
 

※１ 警戒体制（第一体制）については、気象庁が発表する海上暴風警報以下の基準（海

上強風警報等）については、その発令頻度等を勘案すると現実的でないことから発

出しないこととする。 

※２ 避難の対象船舶は、上記（１）台風の場合と同様 

※３ 那覇港港域外とは、港則法に基づく那覇港の港域の外をいう。（海図上の港界線外） 
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（４）南海トラフ地震臨時情報の場合 

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に基づき、気象庁から「南海ト

ラフ地震臨時情報」が発表された場合は、港長は下表の区分による体制を執

るべきことを勧告又は注意喚起するものとする。 

 

南海トラフ地震臨時情報（その他の南海トラフ地震に関する情報）の場合 

区   分 措   置 

【情報伝達】 

先発地震発生後  

・調査中（先発地震が発生し、またはゆ

っくりすべりを観測した時）  

・調査終了（巨大地震警戒（注意）のい

ずれの発表条件も満たさなかった時）     

等 

・気象庁の今後の発表に留意するこ

と 

 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

区   分 措   置 

【南海トラフ地震警戒強化（勧告）】 

地震発生から１週間（警戒措置） 

①在泊船は避難準備を行い、必要に応

じて直ちに出港できるよう準備する

こと  

・避難に必要な支援体制の確保に係る

確認  

・岸壁管理者の対応の確認  

・荷主企業等の対応の確認  

・避難方法の確認 

・南海トラフ地震臨時情報に係る情報

の入手に努めること  

②自主的な避難行動をとること  

・避難に必要な支援体制を受けられな

い、岸壁が使用できない、荷役作業

ができない等の場合は、自主的に安

全な海域に避難すること 

【南海トラフ地震注意（注意喚起）】 

地震発生後、1週間から２週間の間（注

意措置） 

・南海トラフ地震臨時情報に係る情報

の入手に努めること 

・連絡系統、避難方法、避難海域の確

認を行うこと 
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南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

区   分 措   置 

【南海トラフ巨大地震注意（注意喚起）】 

地震発生後、1週間 

※ゆっくりすべりの場合は、長期間継続

される可能性あり 

・南海トラフ地震臨時情報に係る情報

の入手に努めること 

・連絡系統、避難方法、避難海域の確

認を行うこと 

 
 

(ア) 南海トラフ地震の想定震源域またはその周辺でマグニチュード（以下「Ｍ」とい

う。）６．８以上の地震が発生または南海トラフの想定震源域のプレート境界で通

常と異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合は、気象庁から南海トラ

フ地震との関連性について調査を開始する旨の「南海トラフ地震臨時情報（調査

中）」が発表される。  

(イ) （ア）の情報が発表された後、発生した現象について評価を行うため、有識者か

らなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」が開催され、その評価結果

を受け、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」（以下「巨大地震

警戒」という。）（※１）や「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」（以下「巨

大地震注意」という。）（※２）が発表される。  

なお、巨大地震警戒又は巨大地震注意のいずれの発表条件を満たさなかった場

合は、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査終了）」が発表されます。  

 ※１ 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてＭ８．０以上の地

震が発生した場合に発表  

 ※２ 南海トラフ地震の想定震源域内のプレートにおいてＭ７．０以上の地

震が発生した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）や想定震源域

内のプレート境界において、通常と異なるゆっくりすべりが観測された

場合に発表  

(ウ) （イ）の巨大地震警戒又は巨大地震注意の発表後、地震活動や地殻変動の状況に

ついて、適宜気象庁から「南海トラフ地震関連解説情報」が発表される。  

ただし、地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合でも南海トラ

フ地震が発生しないこともあることに留意が必要。  

 

３．管制区域（那覇水路）への入港 

那覇港の管制区域（那覇水路）へ入港しようとする 500 トン（総トン数の

定めのない船舶は全長 55 メートル）以上の船舶は、避難体制の解除がなされ

た後、速やかに入港予定日時を港長に報告し、港長の指示した時刻に管制信号

に従って管制区域（那覇水路）へ入域するものとする。 
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４．体制の周知・連絡要領 

体制の発出・解除は、別紙様式（警戒体制・避難勧告・解除）にて下表の手

段・方法により周知・連絡するものとする。 
 

周 知 ・ 連 絡 要 領 

手 段 方  法 

ファックス 

メール 

電話 

ファックス及びメールにより通報される。ファックス等での通報

ができない場合は、別図「那覇港台風及び津波対策情報伝達系統

図」により電話通報される。 

無線 
第十一管区海上保安本部救難課運用司令センター（おきなわほあ

ん）から各船あて放送される。 

AIS 通信 
第十一管区海上保安本部から AIS 搭載船に対してメッセージが

送信される。 

海の安全情報

掲載 

第十一管区海上保安本部「海の安全情報（沿岸域情報提供システ

ム）」に掲載される。 

巡視船艇 
那覇海上保安部所属巡視船艇が港内を巡回し、サイレンにより注

意喚起のうえ、拡声器で情報が伝えられる。 
 

※ 津波来襲までの時間的余裕、又は津波・停電等による機能不全により、上記の手

段が取れないこともあるため、テレビ・ラジオ等により積極的に情報収集を行うこと 

 

附 則 

昭和６０年７月 １日  制  定 

平成１５年６月 ４日  一部改正 

平成１７年３月１６日  一部改正 

平成１９年６月２６日  一部改正 

平成２０年６月２５日  一部改正 

平成２１年６月 ９日  一部改正 

平成２２年６月３０日  一部改正 

平成２４年６月１３日  一部改正 

平成２５年６月２７日   一部改正 

平成２６年 7月２２日  一部改正 

平成２７年６月２２日  一部改正 

平成２８年６月 ８日  一部改正 

平成３０年６月 ５日  一部改正 

令和 元年５月２９日  一部改正 

令和 ２年６月１６日  一部改正 
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令和 ３年６月２８日  一部改正 

令和 ４年６月２３日  一部改正 

令和 ５年６月３０日  一部改正 

令和 ７年７月 ２日  一部改正 

令和 ８年７月 ６日  一部改正 


